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山
井
和
則
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提
出
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
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準
額
の
引
上
げ
あ
る
い
は
廃
止
に
よ
る
年
金
生
活
者
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格
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拡
大
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響
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に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
基
準
額
の
引
上
げ
あ
る
い
は
廃
止
に
よ
る
年
金
生
活
者
の
格
差

拡
大
の
影
響
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
四
ま
で
及
び
十
四
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
具
体
的
な
見
直
し
の
内
容
を
決
定
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定

の
質
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
現
在
の
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
で
厚
生
年
金
受
給
額
が
い
く
ら
減
額
さ
れ
、
月
額
の
収

入
は
い
く
ら
」
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
基
本
月
額
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
月
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
十
万
円
で
、
総
報
酬
月
額
相
当
額
（
同
項
に
規
定
す
る
総

報
酬
月
額
相
当
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
五
十
万
円
で
あ
る
場
合
、
令
和
元
年
度
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給

停
止
基
準
額
に
相
当
す
る
部
分
と
し
て
支
給
が
停
止
さ
れ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
月
額
は
十
一
・
五
万
円
で
あ
り
、
総
報
酬
月

額
相
当
額
と
老
齢
厚
生
年
金
の
月
額
の
合
計
額
は
五
十
八
・
五
万
円
と
な
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
同
条
件
で
在
職
老
齢
年

金
制
度
の
基
準
額
が
六
十
二
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
厚
生
年
金
受
給
額
が
い
く
ら
減
額
さ
れ
、
月
額
の
収
入
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は
い
く
ら
」
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
具
体
的
な
見
直
し
の
内
容
を
決
定
し
て
お

ら
ず
、
仮
定
の
質
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
現
在
は
月
額
い
く
ら
の
厚
生
年
金
を
受
給
」
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
基
本
月
額
が
二
十
万
円
で
、
総
報

酬
月
額
相
当
額
が
六
十
万
円
で
あ
る
場
合
、
令
和
元
年
度
に
お
い
て
、
支
給
さ
れ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
月
額
は
三
・
五
万
円

で
あ
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
基
準
額
が
六
十
二
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
場
合
、
月
額
い
く
ら
の

厚
生
年
金
を
受
給
」
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
具
体
的
な
見
直
し
の
内
容
を
決
定
し

て
お
ら
ず
、
仮
定
の
質
問
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
高
収
入
の
年
金
受
給
者
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

七
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

直
近
で
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
見
直
し
を
行
っ
た
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四

号
）
が
施
行
さ
れ
た
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
で
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
社
会
保
障

審
議
会
年
金
部
会
資
料
五
「
年
金
部
会
の
今
後
の
進
め
方
（
イ
メ
ー
ジ
）
」
に
お
い
て
、
「
老
齢
年
金
の
在
職
支
給
停
止
」
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が
「
こ
れ
ま
で
の
審
議
会
、
国
会
等
に
お
け
る
議
論
や
指
摘
を
踏
ま
え
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
年
金
部
会
に
お
い
て

も
議
論
を
要
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
同
日
の
同
部
会
に
お
い
て
、
「
在

職
老
齢
年
金
制
度
の
基
準
額
の
引
上
げ
や
廃
止
」
に
つ
い
て
、
特
段
の
発
言
は
な
か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

十
か
ら
十
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

全
世
代
型
社
会
保
障
検
討
会
議
（
以
下
「
検
討
会
議
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
本
年
末
に
中
間
報
告
を
、
来
夏
に
は

最
終
取
り
ま
と
め
を
行
う
方
針
で
あ
る
が
、
今
後
の
検
討
会
議
の
具
体
的
な
日
程
、
議
題
等
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
検
討

会
議
に
お
け
る
意
見
及
び
与
党
の
議
論
も
十
分
に
踏
ま
え
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

十
五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
一
部
の
高
所
得
者
の
年
金
を
増
や
す
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
、
圧
倒
的
多
数
の
低
中
所
得
者
の
年
金
を
減

ら
す
改
正
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

十
六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
高
所
得
者
や
高
年
金
受
給
者
の
年
金
を
少
し
減
ら
し
、
低
年
金
者
の
年
金
を
増
や
す
制
度
改
正
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
公
的
年
金
制
度
は
保
険
料
の
納
付
に
応
じ
て
給
付
を
行
う
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こ
と
が
原
則
で
あ
る
中
で
、
社
会
保
障
制
度
が
持
つ
所
得
再
分
配
機
能
が
適
切
に
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
低
年
金
の
高
齢
者
へ
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
お
け
る
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

支
給
並
び
に
医
療
及
び
介
護
の
保
険
料
の
負
担
の
軽
減
等
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
等
に

よ
る
相
談
支
援
を
行
い
、
社
会
保
障
制
度
全
体
で
総
合
的
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
年
金
制
度
に
つ
い

て
は
、
短
時
間
労
働
者
へ
の
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
な
ど
令
和
元
年
八
月
二
十
七
日
に
公
表
し
た
「
国
民
年
金
及
び
厚
生

年
金
に
係
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
の
関
連
試
算
」
で
お
示
し
し
た
試
算
結
果
も
踏
ま
え
、
年
金
の
給
付
水
準
を
確
保
す

る
た
め
の
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 


